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策定時期 平成２３年１２月
計画期間 平成２４年度～平成２８年度

平成２２年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

議会

県民会議

調査・分析
(県：林政部） 県民ニーズ調査（アンケート、討論会、ヒアリング等）

県民の意見・
策定方針説明

１２月議会 ３月議会９月議会

施策の実施状況報
告

第１回木の国・山の国県民会議
施策の実施状況・スケジュール

案

第２回木の国・山の国県民会議

庁内研究会WG
（課題抽出、プロジェクト研究等）

県政ﾓﾆﾀｰ
アンケート

県政世論
調査

各地域における関係者へのヒアリング

第２回木の国・山の
国推進本部

準備作業（県民ニーズ調査・分析、課題研究等） 次期計画（事務局案作成）

第１回専門部会 第２回専門部会

第1回専門調査会
（県民ニーズ分析）

第2回専門調査会
（課題研究）

専門調査会の設置

スケジュール
及び意見集約
方針（案）の作
成、庁内研究
会の設置

第１回木の国・山の
国推進本部

イベント等で
のアンケート

庁内研究会
成果取りまとめ



新たな「岐阜県森林づくり基本計画」の策定スケジュール（案）

策定時期 平成２３年１２月
計画期間 平成２４年度～平成２８年度

平成２３年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

議会

県民会議

県（林政部）

１２月議会９月議会６月議会

第１回木の国・山の国県民会議
事務局案提示

パブリック
コメント

次期基本計画
（骨子案）説明

次期基本計画
策定議案上程

施策の実施状況報
告

新
た
な
「
岐
阜
県
森
林
づ
く
り
基
本
計
画
」
の
策
定

第２回木の国・山の国県民会議 第３回木の国・山の国県民会議

第１回木の国・山の国推進本部
事務局案提示

第２回木の国・山の国推進本
部

市町村長意見照会

第３回木の国・山の国推進本部

第１回専門部会 第２回専門部会 第３回専門部会

次期計画（事務局案） 次期計画（骨子案） 次期計画（案）



○県民ニーズ調査と「専門調査会」の設置について

◆委託事業

木の国・山の国

本部員会議

意見

提言

・県政世論

調査、県政

ﾓﾆﾀｰｱﾝｹｰﾄ

調査

木の国・山の国

1000 人委員会への

アンケート調査

〔構成員〕○有識者、県民代表、NPO 代表、国、市町村、

教育関係者、林業・木材産業関係者 19 名

〔役 割〕○基本計画に対する意見

○森林づくりに関しての提言 等

木の国・山の国県民会議

〔役割〕

○健全で豊かな森林づくり、効率的

な森林施業について検討、提言等

森づくり部会

〔役割〕

○県民への普及・教育に関する事項

について検討、提言等

人づくり・県民運動部会

〔役割〕

○県産材利用推進に関する事項

について検討、提言等

木づかい部会

林業事業体・木材

関係業者への

アンケート調査

森林・林業

関係者会議

（各農林事

務所単位）

専門調査会

〔役割〕○県民ニーズ調査等の分析・報告

構成員：鈴木（岐阜経済大学）、篠田（岐阜大学）、

伊藤（森のなりわい研究所）、長沼（県）

出前討論会

大学・NPO

等

◆委託事業

岐阜県森林づくり討

論会（約５０人）

ﾎｰﾑﾍﾟｰ

ｼﾞによ

る意見

徴収

県議会議員からの

意見徴収

（議員懇話会、個別面談等）

森林・林業関係者 一般県民等

（６月下旬～１０月８日） （６月～８月） （６月下旬～１０月８日） （８月開始）（６月～９月）（７月～９月）

（９月～）

緑と水の

子ども会

議での意

見聴取

各課の各

担当者が

通常業務

の中で情

報収集
（６月～９月）

ｲﾍﾞﾝﾄ等

でのｱﾝｹ

ｰﾄ調査

（６月～９月）

資料５―２



資料５－３

岐阜県木の国・山の国県民会議「専門調査会」設置要綱（案）

（目的）

第１条 次期「岐阜県森林づくり基本計画」策定に向けた県民ニーズ調査等の結果を分析

し、岐阜県木の国・山の国県民会議（以下「県民会議」という。）へ報告することを目

的として、県民会議の中に「専門調査会」を設置する。

（所掌事項）

第２条 専門調査会は、次期基本計画策定に向けて一般県民の方々や森林・林業関係者等

から収集した意見を分析する。

２ 前条において分析した結果を基に課題等を抽出し、県民会議に報告する。

（組織）

第３条 専門調査会の構成員は、別表１の者をもって充てる。

（会議）

第４条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

２ 会長は、必要に応じて構成員以外の者に会議への出席を求めることができる。

（事務局）

第５条 専門調査会の事務局は、林政課森林づくり担当に置く。

附則

この要綱は、平成２２年７月 日から施行する。

別表１（第３条関係）

役職名 氏名 摘要

岐阜経済大学地域連携推進センター長 鈴木 誠 会長

岐阜大学総合情報メディアセンター教授 篠田 成郞

森のなりわい研究所代表 伊藤 栄一

林政課技術総括監 長沼 隆 オブザーバー


